
 
 

素案について 

 

これまでの議論を踏まえ、本ワーキングチームにおいて以下の項目に

ついて、「素案」をとりまとめた後、公認心理師カリキュラム等検討会に

報告する。 

公認心理師カリキュラム等検討会において、大学や大学院における指

導体制や、実習施設の受け入れ体制等の実態を踏まえて一定の質を確保

しつつ、実現性に配慮したものとなるように検討を行うことが必要であ

る。 

 

１．「公認心理師のカリキュラム等に関する基本的な考え方」を踏ま

えたカリキュラムの到達目標について（資料２） 

２．大学及び大学院における必要な科目について（公認心理師法（以

下、「法」という。）第７条第１号及び第２号関係）（資料３・資料４） 

３．大学卒業後の実務経験について（法第７条第２号関係）（資料５） 

４．受験資格の特例について（法附則第２条第１項第１号～第４号関 

係）（資料６） 

５．いわゆる現任者について（法附則第２条第２項関係）（資料７） 

６．公認心理師国家試験について（資料８） 
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